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令和３年度延岡市健全化判断比率等の審査意見について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第 22 条第１項の規定により、審査に

付された令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載し

た書類を審査したので、その結果について別紙のとおり意見を提出します。 
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令和３年度 延岡市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 

 

 

第１ 審査の方法 

審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載し

た書類が関係法令に準拠して適正に作成されているかを主眼として実施し、必要に応じて資料の提

出及び関係職員の説明を受け、計数の正確性などについて審査を行った。 

 

第２ 審査の期間 

令和４年８月１日 から 同年８月 18 日 まで 

 

第３ 審査の対象 

健全化判断比率及び資金不足比率の算定対象となる会計の区分は、次のとおりである。 

 

会　計　名　等 健全化判断比率等の対象

一般会計

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

水道事業会計

下水道事業会計

法非適用の
公営企業会計

食肉センター特別会計

宮崎県北部広域行政事務組合

宮崎県後期高齢者医療広域連合

延岡市土地開発公社

（注） 第三セクター等については、損失補償等を行っているものが対象となるので、本市は該当がない。

地方公社・第三セクター等

区　　分

一般会計等

特別会計のうち
公営企業に係る
特別会計以外の
特別会計

法適用の
公営企業会計

公
営
事
業
会
計

一部事務組合・広域連合

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

資
金
不
足
比
率
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第４ 審査の結果 

 

 １ 健全化判断比率について 

 

(1) 総合意見 

審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも法

令等に準拠して作成されており、その算定は適正であると認められた。 

また、算定された比率はいずれも基準を下回っており、特に指摘する事項はない。 

今後とも引き続き健全な財政の維持に努めていただきたい。 

 

【健全化判断比率】                                         （単位：％） 

比  率  名 
令和３年度 令和２年度 比較増減 早期健全化基準 

(A) (B) (A)－(B) 財政再生基準 

①実質赤字比率 ― ― ― 
11.67 

20.00 

②連結実質赤字比率 ― ― ― 
16.67 

30.00 

③実質公債費比率 7.7 8.1 ▲0.4 
25.0 

35.0 

④将来負担比率 4.0 ― 皆増 
350.0 

 

（注） ①②④は、実質赤字額、連結実質赤字額、将来負担比率が発生していない場合には「－」で表示。 

 

(2) 各比率の状況 

この比率は、決算統計の数値を用いて算定している。 

ア 実質赤字比率について 

一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率である。 

令和３年度の実質収支額は 2,543,985 千円の黒字となり、実質赤字額は発生していないた

め、実質赤字比率は算定されない。 

比率は次の算式による。 

 

 

 

 

 

イ 連結実質赤字比率について 

全会計を対象とした実質赤字額（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率である。 

令和３年度の連結実質収支額は 5,459,220 千円の黒字となり、連結実質赤字額は発生して

いないため、連結実質赤字比率は算定されない。 

比率は次の算式による。 

 

 

 

 

 
一般会計等の実質赤字額 

実質赤字比率 ＝ 
標準財政規模 

 
連結実質赤字額 

連結実質赤字比率 ＝ 
標準財政規模 
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実質赤字比率及び連結実質赤字比率算出のための数値は次のとおりである。 
                                                             （単位:千円） 

令和３年度 令和２年度 比較増減

2,543,985 2,109,555 434,430

420,813 96,797 324,016

189,985 338,972 ▲ 148,987

2,718 3,004 ▲ 286

1,868,507 1,636,138 232,369

433,212 427,298 5,914

0 0 0

5,459,220 4,611,764 847,456

33,171,044 32,195,730 975,314

標準税収入額等 A 17,257,526 17,639,621 ▲ 382,095

普通交付税額 B 14,259,057 13,326,018 933,039

臨時財政対策債発行可能額 C 1,654,461 1,230,091 424,370

標準財政規模（A+B+C)

実質収支額又は資金不足・剰余額

公
営
事
業
会
計

区　　　分

一般会計

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

水道事業会計

下水道事業会計

食肉センター特別会計

一般会計と公営事業会計の合計

 
 

ウ 実質公債費比率について 

一般会計等が負担する地方債の元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比

率で、３か年の平均である。 

令和３年度の実質公債費比率は 7.7%で、前年度に比べ 0.4 ポイント低くなり、早期健全化

基準の 25.0%を下回っている。 

比率は次の算式による。 

  

 

 

 

 

実質公債費比率算出のための数値は次のとおりである。 

                                                          （単位:千円、％） 

令和３年度 令和２年度 比較増減

地方債の元利償還金 A 6,539,560 6,598,239 ▲ 58,679

準元利償還金（公営企業地方債充当
繰出金ほか）

B 792,516 844,721 ▲ 52,205

特定財源（公営住宅使用料） C 237,807 230,380 7,427

元利償還金等に係る基準財政需要額
算入額

D 4,989,343 5,158,107 ▲ 168,764

標準財政規模 E 33,171,044 32,195,730 975,314

計算式の分子（A+B）-（C+D) ① 2,104,926 2,054,473 50,453

計算式の分母（E-D) ② 28,181,701 27,037,623 1,144,078

7.5 7.6 ▲ 0.1

7.7 8.1 ▲ 0.4

単年度実質公債費比率（①/②×100）

３か年平均実質公債費比率

区　　　分

 

 
（元利償還金＋準元利償還金）－  

（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）  
実質公債費比率 ＝ 

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 
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エ 将来負担比率について 

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率である。 

令和３年度の将来負担比率は 4.0%で、早期健全化基準の 350.0%を下回っている。 

比率は次の算式による。 

 

 

 

 

 

将来負担比率算出のための数値は次のとおりである。 

                                                           （単位：千円、％） 

令和３年度 令和２年度 比較増減

将来負担額（地方債現在高、公営企業
債等繰入見込額ほか）

A 74,763,039 74,812,003 ▲ 48,964

充当可能基金額 B 21,934,324 22,235,469 ▲ 301,145

特定財源見込額（公営住宅使用料） C 1,730,236 1,738,796 ▲ 8,560

地方債現在高等に係る基準財政需要
額算入見込額

D 49,965,680 50,942,301 ▲ 976,621

標準財政規模 E 33,171,044 32,195,730 975,314

元利償還金等に係る基準財政需要額
算入額

F 4,989,343 5,158,107 ▲ 168,764

計算式の分子（A-（B+C+D)） ① 1,132,799 ▲ 104,563 1,237,362

計算式の分母（E-F) ② 28,181,701 27,037,623 1,144,078

4.0 － 皆増将来負担比率（①/②×100）

区　　　分

 
 

 
将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋  

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 
将来負担比率 ＝ 

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 
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 ２ 資金不足比率について 

 

(1) 総合意見 

審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも法令

等に準拠して作成されており、その算定は適正であると認められた。 

また、いずれの会計も資金不足は生じておらず、特に指摘する事項はない。 

今後とも引き続き健全な経営に努めていただきたい。 

 

【資金不足比率】                                         （単位：％） 

事 業 会 計 名 令和３年度 令和２年度 経営健全化基準 

①水道事業会計 ― ― 

20.0 ②下水道事業会計 ― ― 

③食肉センター特別会計 ― ― 

（注） 資金不足額が発生していない場合は「－」で表示。 ③は地方公営企業法の非適用事業。 

 

(2) 資金不足比率の状況 

資金不足比率とは、公営企業会計ごとの資金不足額の事業規模に対する比率である。 

令和３年度の各会計の資金不足額は発生していないため、資金不足比率は算定されない。 

比率は次の算式による。 

 

 

 

 

 

資金不足比率算出のための数値は次のとおりである。 

 

ア 水道事業会計 

                                                             （単位：千円） 

令和３年度 令和２年度 比較増減

流動負債 A 1,039,550 766,274 273,276

控除企業債等 B 624,118 612,495 11,623

流動負債（A-B） ① 415,432 153,779 261,653

流動資産 C 2,283,939 1,789,917 494,022

控除財源 Ｄ 0 0 0

流動資産（C-D） ② 2,283,939 1,789,917 494,022

▲ 1,868,507 ▲ 1,636,138 ▲ 232,369

2,106,958 2,243,267 ▲ 136,309

資金不足額（①-②）
▲の場合は、資金剰余額である

事　業　規　模
（営業収益-受託工事収益）

区　　　　　分

 
 

 
資金の不足額 

資金不足比率 ＝  
事業の規模 
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イ 下水道事業会計 

                                                             （単位：千円） 

令和３年度 令和２年度 比較増減

流動負債 A 2,608,968 2,727,229 ▲ 118,261

控除企業債等 B 2,194,262 2,171,595 22,667

控除未払金等 C 19,400 0 19,400

流動負債（A-B-C） ① 395,306 555,634 ▲ 160,328

流動資産 D 947,135 1,071,455 ▲ 124,320

控除財源 E 118,617 88,523 30,094

流動資産（D-E） ② 828,518 982,932 ▲ 154,414

▲ 433,212 ▲ 427,298 ▲ 5,914

1,914,722 1,930,202 ▲ 15,480

資金不足額（①-②）
▲の場合は、資金剰余額である

事　業　規　模
（営業収益-受託工事収益）

区　　　　　分

 

 

ウ 食肉センター特別会計 
                                                             （単位：千円） 

令和３年度 令和２年度 比較増減

① 7 17 ▲ 10

② 7 17 ▲ 10

0 0 0

7 17 ▲ 10

歳　　出　　額

歳　　入　　額

区　　　　　分

資金不足額（①-②）

事　　業　　規　　模
 

 


